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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

日
本
電
信
電
話
㈱(

Ｎ
Ｔ
Ｔ)

と
㈱
リ
ク
ル
ー
ト
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

楢 

崎 

弥 

之 

助 

 

一 

 



 

一 

リ
ク
ル
ー
ト
社
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
の
関
係
に
つ
い
て 

二 

回
線
リ
セ
ー
ル
及
び
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
内
容
に
つ
い
て 

 
1 

郵
政
省
は
回
線
リ
セ
ー
ル
及
び
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
設
備
、
地
域
な
ど
の
規
模
や
利
用
度
数
、
料
金
水
準
な
ど
の
許

容
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

3 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
リ
ク
ル
ー
ト
社
と
の
商
談
に
の
つ
た
動
機
は
何
な
の
か
。 

2 

回
線
リ
セ
ー
ル
及
び
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
発
展
し
た
経
緯
は
ど
う
か
。 

1 

リ
ク
ル
ー
ト
社
か
ら
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
接
触
が
あ
つ
た
の
は
い
つ
か
。 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
リ
ク
ル
ー
ト
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

日
本
電
信
電
話
㈱(

Ｎ
Ｔ
Ｔ)

と
㈱
リ
ク
ル
ー
ト
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 

リ
ク
ル
ー
ト
社
に
対
す
る
そ
の
他
の
便
宜
供
与
に
つ
い
て 

1 

米
・
ク
レ
ー
社
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
購
入
、
設
置
の
経
緯
は
妥
当
だ
つ
た
と
確
信
す
る
か
。 

7 

リ
ク
ル
ー
ト
社
の
回
線
借
用
料
金
の
実
体
、
リ
セ
ー
ル
及
び
Ｒ
Ｃ
Ｓ
料
金
は
妥
当
な
も
の
か
。 

6 

他
の
第
二
種
事
業
は
差
別
さ
れ
て
い
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
公
正
取
引
委
員
会
の
見
解
を
問 

 

う
。 

5 

こ
れ
ら
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
、
事
業
展
開
に
よ
つ
て
新
電
電
の
専
用
線
事
業
は
不
利
益
を
蒙
つ
た
の
で
は
な

い
か
。 

4 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
リ
ク
ル
ー
ト
社
へ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
提
供
は
公
正
だ
つ
た
と
み
て
い
る
か
。 

3 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
及
び
リ
ク
ル
ー
ト
社
側
の
収
支
は
把
握
し
て
い
る
か
。 

2 
そ
の
考
え
方
と
現
状
の
実
体
と
の
開
き
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。 

こ
の
点
、
特
に
公
正
取
引
委
員
会
の
見
解
を
問
う
。 

四 

 



 

四 

電
気
通
信
事
業
法
と
の
関
連
に
つ
い
て 

2 

特
定
大
口
顧
客
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
の
野
放
図
な
密
着
関
係
は
、
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ(

同
等
条
件)

の
競
争 

1 

事
業
法
は
競
争
状
況
が
進
む
の
を
待
つ
て
、
昭
和
六
十
五
年
三
月
ま
で
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い

る
が
、
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
の
教
訓
を
生
か
す
つ
も
り
は
あ
る
か
。 

4 

長
谷
川
元
取
締
役
、
式
場
理
事
以
外
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
で
未
公
開
株(

リ
ク
ル
ー
ト
コ
ス
モ
ス
社)

の
譲
渡
を
受
け

た
役
職
員
は
い
な
い
と
断
言
で
き
る
か
。 

3 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
リ
ク
ル
ー
ト
社
へ
の
転
出
社
員
並
び
に
出
向
社
員
は
い
る
か
。 

2 

例
え
ば
機
器
稼
動
及
び
場
所
の
供
与
、
要
員
配
置
等
で
過
剰
サ
ー
ビ
ス
を
行
つ
て
い
な
い
か
。 

ま
た
ク
レ
ー
社
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
へ
の
売
却
価
格
及
び
Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
リ
ク
ル
ー
ト
社
へ
の
売
却
価
格
は
い
く
ら
だ
つ

た
か
。 

い
る
と
す
れ
ば
、
各
々
何
名
で
、
給
与
等
そ
の
待
遇
は
ど
う
な
つ
て
い
る
か
。 

五 

 



 

五 

政
府
持
株
会
社
と
し
て
の
節
度
に
つ
い
て 

六 

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
末
の
リ
ク
ル
ー
ト
コ
ス
モ
ス
社
の
未
公
開
株
譲
渡
に
つ
い
て
政
府
側
は
七
十
六
名
と

答
弁
し
て
い
る
が
、
実
際
は
八
十
名
前
後
で
は
な
か
つ
た
の
か
。 

2 

前
記
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
お
け
る
特
定
の
大
口
顧
客
に
対
す
る
便
宣
供
与
、
ノ
ウ
ハ
ウ

の
提
供
の
限
界
に
つ
い
て
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
示
さ
れ
た
い
。 

1 

政
府
の
行
政
指
導
の
限
界
に
つ
い
て
郵
政
省
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
第
一
種
事
業
者
と
し
て
政
府
の
行
政
に
従
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
唯
一
の
政
府
持
株
会
社

と
し
て
の
独
自
の
政
策
を
も
つ
て
い
る
。
従
つ
て
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
単
に
第
一
種
事
業
者
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

政
府
持
株
会
社
と
し
て
も
独
自
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
政
府
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に

対
し
、
ど
こ
ま
で
指
導
を
行
つ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

原
理
に
よ
る
市
場
育
成
を
め
ざ
す
政
府
の
方
針
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。 

六 

 



 

 

七 

再
調
査
の
上
、
答
弁
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


